
様式第１３号（第２８条関係） 

省エネルギー性能説明推進者選任・解任届出書 

 令和３年４月１日  

  （宛先） 

  埼玉県越谷環境管理事務所長 

 

 

            届出者 主たる事務所の所在地 東京都千代田区霞関１－２－３ 

                名称       （株）トウキョウ家電販売 

                代表者の氏名    省 電 太 郎       

                      個人事業者にあっては、 

                      住所及び氏名 

                電話番号       ０３－〇〇〇〇－×××× 

 

省エネルギー性能説明推進者を選任・解任したので、埼玉県地球温暖化対策推進条例第

４２条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

選任・ 

解任の 

別   

店  舗  名 氏    名 
店 舗 所 在 地 

電 話 番 号 

選任・解任 

年 月 日 

選任 八潮店 八潮 太郎 八潮市八潮〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.15 

選任 越谷中央店 越谷 花子 越谷市越谷〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.15 

選任 越谷南店 越谷 次郎 越谷市南越谷〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.15 

選任 越谷北店 越谷 三郎 越谷市北越谷〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.15 

選任 春日部店 春日 花子 春日部市大沼〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.15 

     

 
    

     

 注 欄が不足する場合は、別紙に記載し、併せて提出すること。 

 

 

様式第１３号（第２８条関係） 

省エネルギー性能説明推進者選任・解任届出書 

 令和３年４月１５日  

  （宛先） 

  埼玉県越谷環境管理事務所長 

 

 

            届出者 主たる事務所の所在地 東京都千代田区霞関１－２－３      

                  名称     （株）トウキョウ家電販売 

                  代表者の氏名    省 電 太 郎 

                         個人事業者にあっては、 

                         住所及び氏名 

                  電話番号     ０３－〇〇〇〇－×××× 

 

省エネルギー性能説明推進者を選任・解任したので、埼玉県地球温暖化対策推進条例第

４２条第２項の規定により、次のとおり届け出ます。 

選任・ 

解任の 

別   

店  舗  名 氏    名 
店 舗 所 在 地 

電 話 番 号 

選任・解任 

年 月 日 

解任 越谷中央店 越谷 花子 越谷市越谷〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.31 

選任   〃 越谷 三郎      〃 

     〃 

R3.4.1 

解任 越谷北店 

 

越谷 三郎 越谷市北越谷〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.31 

選任   〃 埼玉 一郎      〃 

     〃 

R3.4.1 

選任 熊谷店 埼玉 一郎 熊谷市末広〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.4.1 

解任 八潮店 八潮 太郎 八潮市八潮〇－〇－〇 

電話：０４８－〇〇〇－〇〇〇〇 

R3.3.31 

 
    

     

 注 欄が不足する場合は、別紙に記載し、併せて提出すること。 

当初選任の場合 変更・追加選任 

 
届出先の環境管理事務所は、法人本社所在地、 
事務所管内での店舗数などを勘案して判断します。 

 
届出者は法人代表者とします。本社住所、法人代表者名で届出
てください。なお、社内での権限委任により社内代理人での提
出の場合は、委任状を併せて提出してください。 

提出日を記入 

選任・解任日を記
入してください 

店舗が新設されて 
新たに新店舗分を 
追加選任した例 

店舗が廃止されたため廃止店舗分
の省エネ性能説明推進者の解任を
届け出た例 

ある店舗で省エネ性能説明推進者が変更となった例。 
前任者（変更前）を解任、新任者（変更後）を選任した
ように二段書で記入してください。 

人事異動などによる変更・店舗廃止による解任、店舗新

設による追加選任の場合は、原則として、当初選任届出

を提出した環境管理事務所宛に届け出てください。 

提出日を記入 


